
10昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

　土地の課税は、その土地の利用状況により異なりま
す。市内に土地を所有していて、次のいずれかに該当
する場合は、申告・申請してください。
◎ 私道に対する非課税＝12月28日までに申請を
＊ 所有する土地の一部（未分筆）に公共の用に供する道
路（通行制限などを設けずに不特定多数の人が利用
できる道路で、一定の条件を満たすもの）があり、
道路部分の地積を地積測量図などで特定できる

◎ 住宅用地などの用途変更（令和５年１月１日までに
行ったもの）＝１月31日までに申告を

＊ 事業用家屋（店舗・事務所・工場・倉庫・旅館など）

を住宅に用途変更した
＊住宅を事業用家屋に用途変更した
＊ 一棟に住宅用と事業用の部分がある家屋について、
一部または全部を用途変更した

＊ 隣接する土地を売買や相続などで取得し、非住宅用
地（更地・事務所など）から住宅用地（庭や自家用駐
車場など）へ、または、住宅用地から非住宅用地へ
用途変更した

＊ 住宅用地の一部を貸し駐車場とした
＊家屋を取り壊した
☆詳しくは、土地資産税係、または、家屋資産税係へ。

固定資産税の申告・申請を

福生・昭島創業セミナーの参加者を募集
　昭島市、福生市、昭島市商工会、福生市商工会から
なる協議会が、「あなたのプランを形に！創業に向け
た事業計画書の作り方」をテーマに開催します。
◇日時　10月21日（金）の午前10時～午後１時
◇場所　もくせい会館（福生市）
◇ 対象　昭島市または福生市で創業を検討している
方、創業後間もない方

◇定員　10人程度（申込順）
◇ 申し込み　10月５日～ 20日に福生・昭島地域の未
来をつなぐ協議会事務局☎042-551-1699へ
☆詳しくは、昭島市産業振興係、または、
福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会事
務局（福生市シティセールス推進課内）☎
042-551-1699へ。
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　昭島市、福生市、昭島市商工会、福生市
商工会からなる協議会が、市の魅力創出を
目指し、地域に根ざした新しい事業の成長
を支援します。
◎ 「まちにあったらいいな」と思うアイデア

を募集
　「アレルギーに配慮したパン屋をつくり
たい」、「友人と一緒に空き家を生かして
ブックカフェをつくりたい」など、昭島市
または福生市で実現させたい事業アイデア
をお持ちの方はぜひ応募してください。
◎ワークゼミでアイデアの実現を目指そう
　応募していただいた方は、アイデアを具
体化するためのワークゼミに参加できま
す。日程など詳しくは、決まり次第、専用
サイトなどでお知らせします。
◎入賞者には特典も！
　ワークゼミ後、書類とプレゼンテーショ
ンによる審査で入賞者を決定します。入賞
者には特典を用意しています。
☆詳しくは、昭島市産業振興係、または、
福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会事務
局（福生市シティセールス推進課内）☎042-
551-1699へ。

申し込み  11月14日までにワー
クゼミ＆コンテスト「NEW 
WORKING」専用サイトで
問い合わせ  株式会社タウン
キッチン☎0422-30-5800（平日
の午前10時～午後６時）
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特 典  入賞すると、専門家による経営アドバイスや融資相
談などの支援（支援期間は令和５年４月１日～６年１月30日）
が受けられるほか、６年１月30日までに昭島市または福生市
で開業などをした方に報奨金を支給します。
＊ グランプリ（１人）＝報奨金30万円
＊ 準グランプリ（２人）＝報奨金10万円

対 象  昭島市または福生市での事業アイデアをお持ちで、
次のすべてに該当する方
＊ 創業前である、または、創業後間もない（おおむね５年以内）
＊ 申請日時点で15歳以上である
※個人、法人、団体は問いません。


